
年度　

【 】

8 年 4 月 1 日 令和 9 年 3 月 31 日 まで

※

15日に達するまで）は条件付採用期間となります。

週 5 日 （原則、月曜日～金曜日）

7 週 29 ～ まで

※ 休憩１時間を含む ※ 業務の都合により、勤務時間の変更あり

※ 無 （ただし、臨時又は緊急の必要のある時を除く）

7 円 ～ 円

※

※

・ 年次休暇　 7 日を付与

・ その他休暇 忌引、結婚等の休暇制度あり

・ 給与等支給日

・ 任用期間等により健康診断あり

・

・

・

パートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限は適用されません。

会計年度任用職員は、人事評価の実施対象となります。

佐久市の職員として、責任ある業務に従事してもらいます。

　休暇 任用期間等により初年度は最大

　社会保険等 雇用保険、健康保険、厚生年金に加入となります。

　災害補償 佐久市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

　服務 地方公務員法に規定する服務の各規程が適用され、懲戒処分等の対象となることもあります。

　その他 翌月支給 原則毎月16日（6月及び12月は15日）

　諸手当等 給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当、期末手当等が支給されます。

所定時間を超える労働

　勤務場所 市役所本庁舎

　報酬 時間パート 月額 188,700 月額 196,340

採用前5年間について、本市職員として在職期間がある場合、

その職歴に応じて報酬額を決定します。

報酬の金額は令和7年度の金額です。令和8年度は金額が改定される場合があります。

12月29日から翌年1月3日まで

　勤務時間 時間パート 時間 原則 9:00 17:00

　休日 週休日（土、日）、国民の祝日に関する法律に規定する休日、

１　募集人数及び業務内容

　募集人数 7時間パート　2名

　業務内容
介護保険サービスを利用していない在宅高齢者の訪問業務と本業務の企画調整及び
事務補助的業務

２　勤務条件

　任用期間 令和 から

任用後１か月間（１か月の勤務日数が15日に満たない場合は、

　勤務日数

在宅高齢者の訪問員（保健師）

令和 8 佐久市 高齢者福祉 課 会計年度任用職員募集要項



・

・

・

※ 面接選考 8 年 2 月 4 日

５　申込方法　 自治体専用求人サイト「パブリックコネクト」で申込みを受付けます。

　　　　　　　 ※下記ＵＲＬまたは右の二次元コードからサイトに遷移し、

　　　　　　　 会員登録を行ったうえで、申込みを希望する求人ページから

　　　　　　　 申込みしてください。会員登録だけでは申込みは完了しません。

　　　　 　　　https://public-connect.jp/employer/61

　　　　　　　　

   　　　　    ※会員登録時に顔写真データが必要です。顔写真データは、面接日前５か月以内

 　　　　　　　に、帽子をつけないで正面から撮影したもの（上半身、本人と確認できるもの）を

　　　　　　　 使用してください。

  

　　　　　　　 ※パブリックコネクトでの申込みが完了すると、パブリックコネクトから「エント

　　　　　　　 リー完了通知」メールが届きます。メールが届かない場合は、申込みが完了してい

　　　　　　　 ないこととなりますので、注意してください。

　　　　　　　 ※パブリックコネクトに会員登録したメールアドレスは面接選考の連絡に使用しま

　　　　　　　 すので、期間中にメールアドレスの廃止等は行わないようにご注意ください。

　　　　　　　 ※登録したメールアドレスに不備がありメールが届かなかった場合や、受信時に迷

　　　　　　　 惑メール等に振り分けられた場合には、メールを再送することはできません。迷惑

　　　　　　　 メールフィルター等を使用されている場合は、「@public-connect.jp」のドメイン

　　　　　　　 から送信されるメールが受信できるように設定してください。メールが到達でき

　　　　　　　 ず、面接選考できなかった場合、市では、一切の責任は負いません。

　　　　　　　 ※パブリックコネクトでの応募が難しい場合はご相談ください。

8 年 1 月 28 日 まで

〒 -

℡ 0267-62-3157（直通）
佐久市役所高齢者福祉課
高齢者支援係

７　提出先 385 8501

佐久市中込3056

令和 （水）

６　受付期間 令和 （水） 正午

４　選考方法 面接選考

３　応募要件 保健師の資格及び普通自動車免許（ＡＴ限定可）を有する方

パソコン（ワード、エクセル）による事務処理が可能な方

※地方公務員法第16条の規定に基づき、以下に該当する方は応募できません。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

佐久市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した人


